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■公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税の特例について 

 

個人が、土地、建物などの財産を法人に寄附した場合、寄附であっても、寄附時の時価

で資産の譲渡があったものとみなして、その値上がり益（時価と取得額の差額）に対して

みなし譲渡所得税が課税されます。 

 

一方、これらの財産を公益法人等に寄附した場合、一定の承認要件を満たすものとして

国税庁長官の承認を受けた寄附については、みなし譲渡所得税等が免除される特例が措置

されています。 

この非課税制度には、「一般特例」と「承認特例」の２つの制度があり、それぞれ対象

となる法人の種類や承認要件などが異なります。 

 

「一般特例」は、公益法人等に財産を寄附した場合において、その寄附が公益の増進に

著しく寄与することなどの要件を満たすものとして非課税承認を受けたときに、その寄附

に対する所得税を非課税とする制度です。 

「承認特例」は、承認特例対象法人（一般特例の対象となる公益法人等のうち一定のも

の）に財産を寄附した場合において、寄附をした人が寄附を受けた法人の役員等に該当し

ないことなどの要件を満たすものとして非課税承認を受けたときに、その寄附に対する所

得税を非課税とする制度です。 

 

下記の URLにて関係資料を公表しておりますので、是非ご覧ください。 

○ 公益法人 information 

・公益社団法人・公益財団法人に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課

税承認～証明申請等の手引き～ 

・基金明細書の様式雛形 

https://www.koeki-info.go.jp/administration/index.html 
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